
・

役に立ちたいけど
どこに相談すれば
いいのかなぁ？

遺贈・相続財産寄付
って難しそう…

手続がわからない…
セミナー等で学ぶ
機会はないの？

あなたの思いを受け止めます。



●遺贈とは
遺言により自分の築いた財産を
特定の人や団体などの第三者に送る
ことを「遺贈」といいます。
遺言書で財産の全部または一部の
受取人（受遺者）にご指定の上、
ご寄付いただくものです。

●相続財産寄付とは
「社会に役立ちたいと常々話され
ていた」、「生前に赤十字活動に
関心があった」といった、故人の
思いを尊重し、ご遺族の方が相続
により取得した財産の全部または
一部をご寄付いただくものです。
※ご遺族の方が相続された財産を
相続税の申告期限内に日赤岩手県
支部に寄付した場合、寄付した財
産には相続税がかかりません。

※日赤岩手県支部に遺贈した財産は、
相続税の課税対象になりません。


